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職
能
經
濟
學
J
lt
就
：て
. 

第
1-飞̂

一
 

V 

o 

先
つ
®

濟
界
爲
殲
能
：に「

就
^

、
'最
も
.徹
底
せ
A
ii
方
'̂

せ
る
學
者
は
シ
ーュ；；

ン
へ
ぺ
I
:タ
1
で

あ
る
可
ぐ
> 
児
に
シ
ュ
ン 

ぺ
：1
:タ

は

そ

の
_

經
濟
的
發
展
.

』

中
に
：.於
て
、
經

濟

證

.は
^

を
，ば
、

經
：濟
界
I

心
發
坐
せ 

:?
>
可
き
.で
，
0
っ
て
；斯
る
見
.方
を
；.以
つ
て
す
れ
ば
自
然
:̂

經

濟

现

象

は

：
、
‘
生

活

機

能

ピ

，
し

て

#

へ
ら
れ
る
に
M「

る
可
く 

そ

の

生

活

靈

は

> 
之
を
備
言
す
れ
：ば
：經
.濟
發
厫：

こ
れ
で
あ
^
ど
寂
ぬ

社

：

會

、
保

險

の

範

圏

に

就

て

. 

0
,

乾

.

治

. 

,

,

バ 

.

. 

：

.
 

.
 

'

I、

緖

言

_ 

;强
制
的
社
會
保
險
に
關
す
る
法
徘
は
何
れ
も
其
範
圍
即
ち
疾
病
"

傷
害
"

死
&

?
不
具
癥
疾
、
老
袞
"

失
業
、
出 

產
の
諸
举
故
に
對
し
て
保
議
せ
ら
る
、
人
を
限
定
し
な
く
て
は
な
ち
ぬ
。

楚
等
の
諸
事
故
に
對
し
て
保
議
せ
ら
る
ベ
き
人
を
決
定
す
る
.」

ヾ

」

は
社
會
保
險
の
目
的
に
關
す
る
觀
念
の
異
る
に 

K

つ
て
異
る
で
あ
ち
ぅ
。
||
:
會
保
險
は(

一〕

總
て
の
人(

國
民
保
險〕

ノ(

一
 一 )

鹌
.て
の
*

酬
を
得
て
事
業
に
從
事
す
る 

人(

勞
働
者
保
險)

、(

三)

總
て
の
經
濟
上
に
於
け
も
弱
者
な
ろ
勞
働
者
.、，(

四)

總

.て
の
賃
龈
勞
働
者
又
は
一
部
の
：赁 

銀
努
働
者
を
包
括
す
る
こ
ど
が
出
來
る
。

,,
'!:

.

以
下
先
づ
第1.

に
.國
民
保
險
、
.勞
働
者
保
險
、
賃
龈
勞
德
者
梅
險
の
觀
念
を
硏
究
し
、
而
し
て
第
二
に
楚
等
の
範 

圍
を
決
定
す
る
爲
に
各
國
の
法
称
に
採
用
.せ
ら
れ
介
る
方
独
に
就
て
硏
究
す
る
こ
ミ
、
し
や
ぅ
。

咖r

社
會
保
險
の
範
圍
に
關
す
る
諸
觀
念

5
、

國
民
保
險

.事
故
に
脅
炉
さ
る
、
總
て
の
個
人
に
對
し
：_て
»
會
保
險
を
完
全
.：に
.適

用

。し> 
典
從
事
す
る
職
業
を
問
は
ず
"
又
保 

第
二
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會
保
險
の
龅
圆
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就
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一
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二
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卷

(

六
办
四〕

，社
#
保
險
の
'®
圆
！
l
m
v 

號

.

ニ

ニ

險
に
加
入
す
る
常
時
に
於
け
る
資
潇
の
多
寡
を
論
替
ざ
る
も
0

を
國
R

保
險
せ
去

ぶ
。

.
'
: 

V

總
ャ
の
個
人
を
脅
か
す
經
濟
的
結
菜
を
生
す
ろ
事
故
は
、
疾
病
、
傷
载
>

疾
病
又
は
傷
輿
ょ
り
e

る
不
.具
.透
文

、
 

出
産
"

老
衰
、
死
亡
.で
ぁ
^

o / 

、：
 

• 

3タ

•

1

見
し
た
る
處
に
於
：て
は
ハ
走
衮
及
び
死
亡
《
何
等
数
用
の
增
加
を
惹
起
さ
す
、
_唯
全
部
的
に
し
て
且
つ
永
久
的 

な
る
勞
働
不
能
を
蓮
す
も
の
で
ぁ
K

是
等
の
置
が
、
勞
働
者
に
非
I

っ
.て
I

f

蒙

族

I

活
Ir 

働
の
所
齑
に
依
賴
せ
ざ
る
者
に
對
し
て
•障
害
ビ
な
る
こ
ど
を
承
認
す
る
，VV

は
聊
か
画
雛
で
ぁ
る
。
故
に
卜
1

ポ 

の
_

き
場
合
に
於
け
る
國
：雪

險

；裳

に

疾

病

、.
傷
害
、
.
不
具
癡
疾
、
出
産
に
.因
て
必
管

せ

ら

れ

た

る

醫

.
術

上

0

 

手
當
に
關
す
る
费
用
の
海
險
幷
に
家
族
を
抶
養
す
る
爲
に
要
す
る
费
用
の
增
加
.す
る
危
險
を
倮
險
す
る
.に
過
ぎ
な
ノ 

も
の
で
あ
る
s

の
考
を
懷
ぐ
の
で
あ
る
0

.

! 

, 

• 

•
•
•
.

然
し
今
ら
少
數
で
は
ぁ
つ
た
が
掌
の
國
に
於
て
國
民
保
險
の
⑷
^

に
直
而
し
た
の
は
疋
に
老
衮
及
び
不
與
|

大

に
描
聯
し
て
、
ぁ
っ
た
。
人
人
の
經
濟
W

地
位
が
安
定
せ
ざ
る
こ
X

:
個
人Q

擎
S

縱
令
相
當
で
ぁ
っ
て
名
消
彼

せ
ら
る
、
こV」

が
あ
b
得
る
こ
ビ
人
々
：は
其
存
命
中
(:
:於
て
疾
病
又
は
傷
害
.ょ
り
生
ず
る
«
用
を
支
辨
す
る
こ
ど

.が
出
來
な
V

〕

ど
が
t

得
る
こ
气
彼
等
は
不
具
癒
疾
及
び
養
老
保
險
の
保
險
給
付
を
必
要
ヾ」

す
る
ご
ビ
が
ぁ
P

得
る
こv

j

、
而
し
て
最
後
u 

A
々
が
死
亡
せ
る
場
合
に
於V
被
_

者
は
保
險g

給
付
を
必
f

t

る
こV」

が
ゐ
ぅ 

得
る
こ
ど
は
、
庇
.に
指
摘
せ
ら
れ
た
處
で
あ
る 

，

守
し
勒
て
の
人
々
か
勞
働
生
活
：を
な
し
つ
 

>

 

あ
る
時
代
に
於
で
或
.

は
收
入
の
夥
多
な
る
時
代
に
於
て
、
®

" i
l

j

«
險 

の
方
S

を
以
て
、
將

來

に

對

す

桌
f

#

f

 

_

を
負
は
さ
れ
な
い
な
|

_

、
彼
等
は
若
し
彼
等
の
資
產
M

喪

失
せ
ら
れ
る
か
又
は
浪
费
せ
ら
る
\
に
於
て
は
、

後
：に
：至
：
つ
て

'社
會
の
負
擔y

し
な
.る
で
あ
ら
5

0
故
：：|:
獨
立
せ
る
龙 

活
手
段
を
有
す
る
者
に
對
し
て

も

保
險
す
る
の
義
務
を
課
す
る
こ
く
は
祉
會
に
ど
り
て
權
利
で
あ
b

又
義
務
で
あ

る

 

ビ
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

1

定
の
範
間
に
適
用
せ
ら
れ
た
る
國
民
保
險
の
•觀
念
は
、

一
般
に
烈
し
い
反
對
の
標
的V

J

な
つ
て
ゐ
る
。

富
裕
な
る
階
級
.の
者
に
ょ
り
て
極
め
て
普
姐
に
任
意
保
險
が
實
行
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
の
«
.
«を
見
て
、
十
分
な
る
生 

活
.半
段
：を
有
し
且
つ
個
人
，的
貯
蓄
又
は
私
營
保
險
を
以
て
自
己
の
危
險
を
擔
保
し
得
る
人
々
に
對
し
て
、
邶
制
を
！！ 

す
る
こ
と
は
無
用
で
あ
るv

j

考
ぺ
ら
れ
て
ゐ
る
。
數
萬
の
人
々
の
中
に
多
數
の
貯
善
心
な
き
も
の
が
あ
る
が
爲
に
、 

數
寓
の
人
々
に
镟
ぐ
新
し
き
義
務
を
課
す
る
-」

ヾ

」

は
、
立
法
者
過
度
の
干
渉
を
な
す
こ
^
ど
な
る
の
で
あ
る
ど
考 

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

ニ
、(

賃
銀
又
は
獨
立)

勞
慟
者
保
瞼
.：
'

保
險
：.は
其
範
圍
を
賃
谏
勞
働
者
た
る
^
獨
立
勞
働
者
^

る
ど
を
問
は
す
、
又
典
所
得
收
入
の
多
芻
を
^
は
な
い
が 

唯
勞
働
者
の
み
に
之
を
限
足
す
る
こ
ミ
が
出
來
る
。
若
し
人
々
が一

々
の
事
故
0
經
濟
的
結
艰
は
勞
働
小
能
：又
は
職 

業
の
獲
得
木
能
で
t

 

.

」

ど
を
考
ぺ
>

而
し
て
尙
ほ
入
々
が
社
.會
保
險
の
目
的
は
勞
働
者
及
び
被
抉
養
老
の
生
活
標 

準
の
維
持
は
あ
る
こ
ビ
を
'認
め
る
な
ら
ば
"
如
何
な
る
人
々
が
保
險
に：

ょ
り
て
擔
保
：せ
レ
’

る
べ
き
か
を
決
定
す
る
こ 

6
は
誠
に
容
场
■な
こVJ 

\
な
る
で
あ
ら
ぅ
。
保
險
を
強
制
す
る
'こ

ビ
を
停
止
す
る
最
高
貨
龈
の
限
度
如
何
の
間
題
は 

最
早
起
ら
な
い
。
此
限
度
を
決
定
す
る >

」

ビ
は
"
特
に
»
立
勞
働
者
め
恶
合
(:
.於
；て
非
常
尨
闽
離
を
惹
起
す
^
で
あ 

る
。
此
點
が
總
.て
の
勞
働
考
に
對
す
4
保
險
制
度
を
載
け
^

る
數
«

國
の
立
法
者
を
大
：{:
動
か
し
た
の
で
あ
る
。

.

第
二
十
5
 

(

六
九
五〕

.
 

第五
！！

一

.
3
1



第1i

十
i
 

C

六
.九
：六
：

)

ii
i
h翁
；保
險
め
齙

_
!?
•就
^

一
一
四
；

.向
身
の
银
雜
を
肖
ら
講
じ
犋
る
：勞
纖
*

U'
對
3
ズ
郝
制
保
險
を
設
.立
し
免
い
d

ざ
：V
する

：：

希
僅
は
よ
み
て
、
經
濟

土

. 0
^

者
た
る
勞
修
渚
、
.換
#

す
れ
ば
賃

»

又
は
脓
入

#

生

活

找

"

賃

鈒

0

.牢
- »

"
象

族
0

^

擻
を

#

臌
じ
て
決
定

せ
ら
れ
た
る
ニ
定
限
度
を
想
過
せ
ざ
る
勞
働
者
に
、
保
瞼
を
局
限
す
る
こ
どW

な
る
：0

で
あ
る
。

社
會
保
險
を
經
濟
上
の
弱
者
た
る
勞
働
者
に
»
定
す
§

」

<
は
"
是
等
の
保
險
{I
S
す
る
#
別
に
緊
切
な
る
欲
求

榀
よ
り
て
癌
認
，せ
ら
れ
る
。
.
.蓋
し
.j:

方
に
於
て
核
彼
等
の
資
方
の
不
十
分
な
な
こ
せ
：に
：±
&
、
又
他
方
に
於
て
は
樂

術
上
の
救
_(

疾
病
、
傷
银
"

不
具
癡
瘐
"

出
虜)

、
又
は
.家
族
、の
.扶
養
義
務
：に
よ
0
.で
必
灘
ど
.な
り
た
る
费
用
の
增
：

加
せ
る
爲
に
、
又
勞
働
不
能C
業
務
上
の
傷
齊
、
業
務
.上
の
又
は
：然
ら
ざ
る
瘐
病
‘

不

龜

疾

' 
老
衰
、
死
亡
，
失
業)

1
因̂
つ
て
所
#
'0
減
少
せ
石
爲
に
.楚
等
の
勞
働
奔
に
對
し
て
何
れ
：か
の
事
故
の
發
生
す
る
こ
ビ
は
特
に
嚴
«
な
結
果

的
^
.果
を
#
起
す
部
實
か
.あ
る
に
®

く
の
で
あ
る
。

保
險
は
獨
立
勞
働
考
の
多
數
の
者
に
：對
し
て
貨
龈
勞
働
考
の
多
數
の
者
に
.翁
す
る
ォ
奋
く
同
様
に
必
要
で
■あ
る
。

而
し
て
.最
近
數
年
間
に
於
て
：M
定
M

の
所
得
を
有
す
る
中
鹿
階
.級
の
者
に
»
し
で
最
も
激
甚
で
.あ
つ
た
大
戰
の：

經
濟

的
影
響
に
よ
つ
て
#

ね
然
A
の
で
^

る
。

. 

.

.獨
立
勞
働
渚
に
#
す
る
保
險
に
關
ず
る
問
.題
は
，賃
餅
勞
働
渚
の
保
險
を
組
織
す
る
場
合
：に
：も
發
生
す
る
。
事
實
に

.
於
て
賃
銀
勞
働
者
^

觸
立
勞
働
者
ど
ぬ
間
は
絶
へ
，ず
交
錯
し
て
ゐ
：る
か
'ら
で
あ
る
0

I
.

方
に
於
て
は
賃
銀
勞
働
者
の
_

可
成
多
數
の
者
が
®
身
の
努
力
に
よ
り
、
又
は
*1
緻
に
よ
り
、
若
く
は
其
外
の
辦
曲
に
よ
つ
て
獨
立
勞
働
漭
^
な
り
、

他
方
卩
於
て
は
矜
干
の
獨
.立
勞
働
者
が
其
事
業
の
經
營
不
茛
な
る
結
來
、
又
は
經
濟
.的
：恐
«

の
結
.架
>
.事
-楽
を
中
止 

し
て
貨
«

勞
働
者
.の
.
.班
に
'

X
る
：こ
^
/を
餘
.儀
な
く
せ
し
.め
-も
れ
る
。

I

0
1
;會
階
：級
よ-OV.

他Q

社
會
階
級
‘へ
移
動
す

る
，‘
Vど
は
、
大
«
以
來
、
.殊
に
货
幣
價
値
の
低
落
し
た
る
.諸

國

に

於

て

極

：
め

て

頻

繁

に

.起
つ
た
。
保
險
が
全
ぐ
賃
銀 

勞

働

：者

の

み

に

保
.留
.せ
‘ら

，る

、

諸

國
1に
於
て
も
、
強
制
保
險
の
效
架
ビ
し
.て
脒
.に
_
出
1を
支
拂
び
て
權
利
を
猥
得
せ 

:

る

賃

銀

：勞

働

者

に

與

へ

、
>
 る 

> 待
遇
：ど
幾
分
後
に
至
&
て
賃
銀
勞
働
者
ビ
f

て
社
#
的
保
護
に
對
す
み
眞
の
必
要 

を
：經
驗
す
る
獨
*
勞
働
者
に
與
ヘ
I

、
#
遇

ざ

の

一

寒

問

廳

I

此
問
題
ば
實
に
闽
難
な
fi
l
l
®で
あ
る
。

:

此
點
に
於
て
は
貨
鈒
勞
働
渚
ど
：獨
立
勞
働
者
.ヒ
に
對
し
：て
夫
々
別
個
の
保
險
制
度
を
：設
立
す
る
を
可
S
す
る
か
、 

'
.又
.，は
^

兩
«

を
-
^.1.

の
访
&

に
.包
把
す
る
を
可
ビ
す
る
か
.を
決
定
.す
.る
.必
¥

が
あ
る
。
■ 

‘

:

軍」

制
度
に
對
し
て「

は
間
.一
の
事
故
は
同
一
の
義
務
を
必
姿
ど
す
る
■も
の
■.で
は
な
ぐ
ノ
又
賃
銀
勞
働
考
ど
獨
*
勞 

働
者
に
對
し
て
.失
'々

同
.

j

の
：結
來
を
生
梦
る
も
の
で
は
な
.いV」

非
雛
.せ
ら
れ
.る
。
'獅
立
勞
働
者
は
、
賃
鈒
勞
働
：者
が 

關
係
す
る
場
公
に
於K

は
事
故
の
結
果
の
全
部(

傷
害)

又
は
一
部(

あ
^

、
老
衰
、
不
具
癒
疾
、
等)

を
®
擔
す
る
こ 

ギ
を
要
求
せ
ら
る
、
傭
中
¥

の
勞
務
契
約
の
下
に
於
て
勞
働
す
る

_

は
な
い
。
賃
銀
勞
働
考
は
如
何
：な
：る
®
因
た 

る
.を
問
は
ず
勞
働
不
能
の
事
^
に
ょ
む
て
，
賃
龈
を
受
.け
ざ
る
：こV」

V
J

な
6
、
»
經
濟
:1
1
の
勢
カ
の
全
部
を
喪
失
し
、
 

多
く
の
'場
合
に
於
て
獨
立
勞
働
者
に
對
す
ろ
は
其
地
位
を
異
ば
し
て
が
る
。
J
I
I例
之
，
農
民
又
は
小
规
模
の
®
 

主
は
、
家
族
、
_

務
員
、
奴
婢
の
加
勢
に
ょ
り
て
：、
尠
ぐ
共
家
集
®

1
部
分
の
經
營
を
繼
續
す
：る
こ
ビ
が
出
來
ン
之 

ょ
り
利
益
.を
*

け
る
こ
.
^
^
.
か
出
來
，る
で
あ
:̂
ぅ
0

加
之
，
保
險
の
醸
出
及
び
給
#

は
普
通
に
收
入
を
a
準
S
す
る
も
の
で
あ
り
、
其
推
定
は
賃
銀
勞
働
者
の
®
合
に 

於
^
は
頗
る
容
易
で
あ
る
が
、
獨
立
勞
働
者
の
場
合
に
於
て
は
頗
る
困
雛
で
あ
るV

も
れ
は
主v

し
て
彼
等
の
所
得 

が
非
常
に
不
同
で
あ
み
得
る
，が
爲
で
ぅ
--
>
或
は
虛
僞
の
电
街
を
な
す
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
■
ぐ
の
如
ぐ
し 
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第

五

號

二

六 

て
獨
立
勞
働
者
の
眞
實
：の
：所
得
及
び
事
實
上
の
必
要
類
を
計
寒
す
る
こ
ど
_

が
困
雛
な
る
爲
に
.、
'
彼
等
を
賃
銀
勞
慟
者 

ど
同
.一
の
制
度
の
中
に
.包
括
す

る

こ

^

は

、

，

保
險
の
經
費
を
賃
銀
勞
働
：者
.に
.負
«

せ
し
^

る
結
报
ビ
な
.る
か
も
知
れ

i 
、
 

o

た
し
.
' 

-

. 

.. 

. 

.

加
之
、
賃
銀
勞
働
者
の
年
®

の
.

分

布

V
J

獨
立
勞
働
者
の
年
齡
の
分
布
ビ
は
異
る

.)

ビ

が
、
脒
に
指
摘
せ
ら
れ
て
ゐ 

る
:0

即
ち
獅
立
勞
働
者
の
中
に
比
較
的
年
長
者
の
，一
層
多
く
の
者
，が
あ
る
9

勞
慟
者
は
^

齡
.の
長
す
る
に
從
つ
.

て
®

 

己
の
訐
算
に
於
て
勞
働
す
る
.

s

を
好
み
.

へ
賃
銀
の
取
得
を
放
棄
す
る
傾
向
が
あ
る
か
：ら
で
あ
る
0

 

f e

後
に
®

立
.

%

0

^

の
^

合
に
.は
賃
銀
勞
#

者
の
.

場
合
に
比
較
し
て
'

、
虛
病
が； ®

る
容
# i

で
.

あ
/る
f

 

i

に
^

.

/

る
。 

綳
立
勞
働
者
は
彼
等
が
疾
病
を
詐
稱
す
る
場
合
に
於
て
も
勞
働
を
.繼
續
ず
る
こ
ど
が
出
來
る

’o

然
し
賃
銀
勞
働
者
は 

斯
る
場
合
に
於
て
は
彼
等
の
收
入
を
全
く
喪
决
す
る
の
で
あ
る
。

;:

苦
し
獨
立
勞
働
者
は
.I

定
限
度
の
所
得
に
達
す
る
迄
：*
單

一
の
保
險
制
度
の
中
に
任
意
に
'加
入
す
る
こV」

を
許
3 

れ
る
な
ら
ば
、
單
に
不
离
の
危
險
の
み
が
.此

：
選

擇

的

權

利

を

；
利

.用

し
*
其
結
果
莫
大
の
.損
失
が
加
へ
ら
れ
、
全
#
險 

制
度
の
財
政
上
の
安
定
を
#

か
す
こ
ど
/
'な
る
摩
が
あ
る
。
 

.

實
際
に
於
け
る
義
を
決
し
て
輕
視
す
べ
き
で
な
い
®
等
の
總
て
の
困
卿
の
：营

、
.獨
立
勞
働
者
の
多
數
の
者
の 

地
位
が
不
確
實
な
る
代
も
拘
ら
ず
、

彼
等
に
對
す
る
保
：險
の
發
達
：が
幾
分
遲
：れ
：て
，.
^
る
の

「

で
あ
る
。

彐
、
賃
銀
勞
働
者
及
び
俸
給
被
傭
者
保
險

:

此
觀
念
に
從
へ
ば
社
會
保
險
.は
.單
に
.從
屬
勞
働
者
、
：即
ち
報
酬
を
受
け
て
傭
主
の
鑄
に
勞
務
.に
.服
す
る
.

の
み
を 

保
險
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

;

賃
鈒
勞
働
者
の
保
險
は
經
濟
上
0

弱
者
た
：る
勞
慟
者
.

(

賃
銀
勞
働
者
ヌ
は
獨
立
勞
働
#〕

，に

.1
^

同
榇
に
、
個
人
的
貯
蓊
又
は
私
營
保
險：

に
よ
り
：て
十
分
：な
る
準
備
を
議
す
る
能
力
な
|
に
晾
因
し
て
保
險
を
必
響 

す
る
こ
殆
ん
オ
總
て
の
場
合
に

^

_
の
不
能
及
：び
所
锝
の
»
タ
ヌ
は
喪
失
を
惹
起
し
て
^
故
の
經
濟
的
結
來
が 

頗
る
峻
嚴
な
る
こ
ど
_に
よ
り
て
是
認
'せ
ら
れ
る
。

一
般「

に
食
銀
を
得
ん
が
爲
：に
勞
働
す
，る
费
は"

賃
銀
の
全S

又
は 

殆
んV」

全
額
を
，!:
|
身
幷
に
^
家
族
の
»

#
の
爲
に
.傾
倒
す
る
，> 
ざ
、
彼
等
の
貯
者
能
：カ
が
觸
る
局
限
せ
ら
れ
て
ゐ
る 

こV
、

彼
等
に
取
ぅ
て
私
營
：保
險
は
餘
り
に
高
價
な
る
こ
ヒ
が
推
定
甘
ら
れ
る
。

第

二

に

事

故

が

發

浓

す

を

が

爲

に

當

然

勞

働

者

が

所

得

能

力

を

減

：殺
せ
ら
れ
，
る
場
合
に
於
て
は
、
特
に
勞
働
者
が 

胃
す
危
險
に
對
す
る
保
障
を
賃
鈒
制
渡
は
暗
：K

の
，裡
に
食
む
も
の
'で
あ
る
ヒ
認
め
ら
れ
セ
ゐ
る
。
.

最
後
：に
祺
ら
賃
龈
勞
働
者
の
み
に
對
し
て
保
險
を
保
留
す
る
こ

ど
に
賛
成
し
て
、
K

«
行
の
比
較
的
齡
易
な
る> j 

‘ビ
か
主
版
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
何
^
な
わ
ば
保
險
费
用
を|

部
分
傭
主
(-
:>I.

部
分
«'
銀
.勞
働
者
に
酿
課
す
る
こ
、ヒ
が
. 

出
來
、
而
し
て
賃
銀
勞
働
者
の
®

出
は
賃
銀
よ
ち
の
控
除
額
ど
し
T

t
Ek
t

i

j
て
容
易
に
蒐
集
せ
ら
れ
#
:
る
か
ら 

で
あ
る
。
然
る
に
獨
立
勞
«

者
の
保
險
^

用

は

生

ビ

し

て

被

保

險

者

；.に

;1
.
6て
負
®

せ
：ら
れ
、

而

し

て
«

#

0
罾
力 

は
®
.
例
推
篇
す
る
こ
く
國
難
に
：

{

て
"

醵
出
の
蒐
集
も
亦
困
難
.だ
か
ら
で
あ
：る
。
 

貨
鈒
勞
働
者
の
み
を
保
險
す
も
制
度
に
»

し
て
は
、
階
級
的
立
法
のr

部
で
あ
：る
、
而
し
て
特
に
論
す
る
迄
も
な
.

V.

ぐ
賃
餵
勞
働
者
が
相
應
多
额
0
報

酬

を

受

，く

る

場

合

に

於

て

は

9

個

人

的

貯

蓄

又

は

私

營

保

險

が

不

可

能

で

あ

る

.ど 

い
ふ
主
張
は"
多
數
の
賃
銀
勞
働
者
が
莫
大
な
る
資
力
を
有
す
る
i

よ
\

到
底
承
認
し
雛
い
こ
ご
を
前
提
.

I
 

る
ど
の
非
難
が
屢
行
は
；れ
て

'ゐ
も
。
此
非
雛
は
：若
じ
之
を
考
撤
す
る
：な
，|ら
：ば
、-
«
銀
及
び
：生
活
費
の
：平
均
標
準
ミ
比

. 
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ニ

、

il
k

t
て

认

定

しf

: I. 

■

腺
度
を
超'：へ_

f
報

細

を

着

：
る

賃

龈

勞

慟

雾

>
な
.：る.
.の
，..で
あ
る
。
；；

.

* 

三
、
諸
國
陀
於
け
名
立
法
のI

g
g

 

:

>

業
務
傷
害
並
に
職
業
疾
病
賠
償
法
の
範
圍

職
業
I

の
原
則
を
完
全
に
適
用
す
る
，J

S

、
業
務
傷
童
び
職
業
疾
病
：の
賠
償
に
f

る
法
徘
が
幽
て
の
賃 

&

働
者
を
.網
f

ベ
き
こ
‘
S

S

す
ゐ
で
あ
ら
ぅ
：':

然-
■
#

嘉
働
賠
猶
法
_

i

.
發
：達

識

だ

聖

管
 

實
现
し
、
總
て
を
包
括
す
る
に
は
S

て
§
.

い
。
立
法
者
S

濟
的
• 

S

—

は
«
然
た
る
豫
想
ょ
办
勞
働
者
.の
猶
趣
な
ろ
數
：補

,0
階
'«
を
#

働
，者
^

^
法
の
保
議
か
ら
滎
外
し
て
ゐ
る
0 

现
行
沒
规
は
一
ー
秫
の
異
り
た
る
立
決
方
法
に
據
っ
て
.
f

 

:
或
も
の
.は
道
棒
に
賃
銀
勢
慟
漭
が
«

傭
せ
ら
る
、
契 

約

ど

事

業

を

霧

し

、
他
め
も
の
は
傷
寄
立
法
め
_

黯

靡

.に
碧
て
寧
に
勞
働
契
約
0

み

を

霊

す

る
の
み
で 

あ

る

妒

1
W
;に
：属
す
.る
'换
雜
は
、
保
輝
せ
.ら
る
、
事
業
又
は
隹
議
せ
ら
'る
、
勞
務
を
«1
放
又
は
嚴
密
に
列
擧
す
る 

こ
で
に
i

て

產

圍

を

限

定
f

o

此

列

擧

義

は

.立

.法
f

 

t
て

漾

の

利

益

か

ら
.
保
.護
せ
ら
る
、
J

こ 

從
事
す
る
賃
銀
勞
働
の
み
な
ら
|

肇

る

鄯

«

の
«
類
？

除
外
す
る」

|

を
可
雕
|

し

め

：

气

：

:
J3
C
之

.深i

^

の
汉
初
は
利
益
を
#

て
傭
主
の
勞
務
：に
服
す
る
者

_を
笆
括
す
る
や
ぅ
其
雜
圍
を
限
觉
し
、
免
.つ
て 

1
般
の
规
矩
か
：ら
除
外
す
る
'0
は
辦
業
に
非
中
し
て
個
人
に
.就
そ
0

み
で
め
ろ
0 

'

.
_第
：一
鄱
^
立
沒
中
0

み
な
：ら
す
第
；

i

1糊
；の
立
法
中
に
も
兄
出
さ
"る
>
是
.等
の
人
に
鍊
て
の
一
般
规
岑
の
^

^

^
 

は
"一

般
に
職
業
事
故
：0
原
则
の
逾
用
_

限
し
ゃ
？
画

る

|

で

ぁ

今

て
勞
働
せ
ざ
な
人
に
勞
働
者
賠
償
法
の
保
謎
を
櫥
張
し
て
.ゐ
ろ
。
立
法
'が
職
業
事
故
の
.拟
則
か
ら
啡
離
し
や
ぅVJ

す 

る
試
は
次
の
順
序
|1
於
て
企
へ
て
ら
れ
る
で
ぁ
ら
ぅ
。

.C
i
〕

職
業
辦
故
の
原
則
を
適
用
ず

/
6
事
業
の
除
外
。

0
1
〕

保
證
せ
ら
る
、
者
の
階
級
を
制
零
る
こ
^
。

(

三)

獨
立
#

働
者
の
保
險
。

(

一)

ー
般
に
保
寒
せ
ら
-る
、
事
業
ヌ
は
袼
務
の
糊
類
を
限
定
す
る
乖
離
は
、
_
列

擧

方

法

鉍

採

る

法

俅

の

部

類

.に
兑 

出
さ
れ
る
。
此
種
0

法
规
は#

军
の
率
業
全
部
か
.：又
は
#

定
の
规
模
に
達
せ
ざ
る
事
業
：を
除
外
す
る
。

斯
0
如
く
し
て
莕
干
の
國
に
於
て
.は
.商
業
及
び
農
業
は
勞
働
者
賠
償
法
の
#
議
炉
ら
除
外
ぜ
ら
れ
て
ゐ

る
が
.か
き 

其
例
で
ぁ
る
。
勿
論
之
に
は
煺
重
大
な
例
外
が
ぁ
る
。

一

方
に
於
て
は
商
業
及
び
農
業
に
.於
け
る
證
#

故
は
エ
業 

に
於
け
る
ょ
り
も
重
大
な
ら
す
せ
考
へ
込
れ
、
又
他
方
に
於
て
特
は
成
國
ぃ
の
農
業
的
傭
主
は
，
若
し
職
橥
事
飲
の
原

♦ 

則
が
擗
張
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
：負
擔
す
る
.)

ビ

、
な「

る
ベ

き
財
政
上
，の

«

_

に
，對
し
で
0

?3
{

:

に
反
«

を

加

へ
て
ゐ

る
.

然
る
：に
此
秫
類
の
保
險
を
制
定
し
て
ゐ
る
國
の
統
，計
は
、

土

地

勞

働

#

の
傷
害
，率
の
高
ぎ
■こ
ど
を
示
し
、
加
之
：

傷
#

事
故
を
大
.に
增
加
せ
し
む
る
機
械
が
農
業
は
漸
次
#

は
：利
用
せ
4

る
.

>
こ
岑

勞
働
者
め
地
位
に
.接
近
せ
.し
.め
，
且
つ
農
業
勞
慟
者
が
傷
®

に
#

す
.る
保
議
に
就
，て

不

利

益

な

る

地

位

に

立

づ

I

 

を
彌
々
明
白
な
ら
し
>̂
:

る
9

.;
:

1

般
规
定
ょ
り
0
.
0
f
る
こ
ど
«.
之
ど

同
機
に
事
業
の
大
小
に
據
つ
て
行
ふ
ァ」

ビ
.

も
ー
出̂

る
..。
现

行
法
は
：事
寒
^
 

大
小
を
決
定
す
る
標
準
さ
し
て
、
從
事
す
る
勞
慟
者
€
:數
(:
上
も
か
、
^

味
f

及
び
_

筋
肉
1

:
者
の
.蒙
系
#

故
^̂
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社
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て
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1

4
 

P

3

:

は

よ
I

I

認

導

省

o

'

是

等

矽

除

外

例

を

承

認

奮

少

數

ぬ

篇
f

使
f

も
^

^

つ

て

課

せ

I

、

埘

政

的

角

霄

堪

へ

拇

ざ

る

こ

異

外

•.へ

其

利

用

す

、
る

馓

單

な

る

篇

は

從

事

f

勞

働

者

は

對
 

し

7

“

も

極

め

て

1

&

な

る

傷

5

故

を

-
唐

*

に

過

ぎ

ぬ

こ

ど

が

指

摘

.せ

ら

れ

た

傷

害

の

办

故

大

な

ら

ざ

る

エ

I

、
農
業
I

產

S

.
事
I

除
外
f

法
f

、
£
 
f

i

i

爆

看

1

に
よ
り
て
作
業
す
る
機
械
4

:
用
す
4

業
£

醤

を

腺

定

す

る

。，：然
t

乍
&

危

る

事

？

叙
ら
ざ
る

I

I

鐘

た

I

I

す
る
二
 

考
へ

離
或
工
業
に
於
て
は
他
の
±

:

管

：於

け

る
ょ

り
も
勉
險
大
.

で
ぁ
る
こ
ど
は
：眞
實
で
ぁ
つ」

て
.

も
，
危
險
f

ミ
考
へ
ら 

る

、
ず
業
に
從
贘
す
る
勞
«

電

除

外

す

る

こ
I

、

賭

傭

法

達

礎

た

る
.

理
論
f

見
れ
.

ば
、

到

撰
4

し

钕
•

ふ

*

い
：？
 

J

 

ろ
.

で
あ
^

P
 

:

■

.-.:•.:.'.

 

'
-•
■

:

、

：

：

:

.

:

 

-

•』

4

0
1
〕

脅

y

せ
ら
る
、
者
の
階
級
を
制
限
す
る
處
の
乖
離
は
-

:

特
：に
| :

離
、

傭
：奢

の
.

家
族
關
係
、

作
業
：の

.

麗

>
 

勞
.

颇
考
の
經
濟
的
地
位
.

"

»

傭
期
問
及
び
，作
槳
場
所
.

に
存
す
る
：の
^

:

ぁ
る
>

堪
に
年

S

の
み
を
考
察
す
る
こ
I

-

現
在
施
行
せ
ら
れ
つ
、
S

S

に
於
て
は
f

 

#

る
の
み
で

ぁ
る
が
、 

勞
働
者
賠
償
に
：關
す
る
法
規
の
多
數
H

傭
主
の
或
者
を
除
外
し
て
ゐ
る
。
而

し
T

S

生
S

の
み
I

外
す
.る 

こ
ビ
が
逛
認
せ
ら
る
く
.

如
'

ぐ
で
：ぁ
る
？
婚
姻
契
約
は
勞
務
契
約
の
締
結
に
：對
し
て
障
碍
を
補
成

す

る

か

ら

で

ぁ
る
。

反
之
•

其
他
形
式
に
於
け
る
家
族
® )

係

は

、
斯
の
如
.

き
契
約
S

結
を
阻

害

す
る

も
の
で
は
な

ぃ

。

故
に
I

の
家

族

の

一

員

カ

他

の

謝

に

於

て

賠

愤

請

求

に

關

す

る

法

雜

の

耍

求

す

る

資

格

を

具

備

す

る

.
な

.ら

ば

、

戮

業

卞

喷

こ

技

^

 

す

る

も

の

ビ

兄

厶

べ

き

で

ぁ

る

。

：

若
干
の
法
棑
は
或
種
の
卵
筋
肉
勞
働
渚
を
除
外
し
て
ゐ
る
。

1

般
に
斯
.の
如
き
除
外
例
は
二
寒
の
限
度
を
超
過
せ 

る
俸
給
を
受
ぐ
る
非
筋
肉
勞
働
者
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。
非
筋
肉
勞
働
者
は
通
例
傷
寄
の
危
險
比
較
的
少
い
も
の 

で
あ
る
。
然
し
乍
ら
エ
場
內
に
於
け
.

る
燠
發
の
如
き
は
筋
肉
勞
働
者
、
非
筋
肉
勞
働
者
に
區
別
が
な
い
の
で
あ
つ
て 

.

後
者
を
除
外
す
る
こ
ビ
は
職
槳
事
故
の
股
則
く
赀
馳
，す
る
も
の
で
あ
る
。

.

:

:

加
之
*

一
 

般
に
非
筋
肉
勞
働
者
の
胃
す
傷
害
の
微
小
な
る
事
故
が
一
國
の
產
業
に
對
し
て
重
大
な
る
負
擔
を
惹
起 

す
こ
ビ
は
殆
ん
-r
あ
り
得
な
一
い
。
然
る
に
今
何
ほ
多
»
の
國
に
於
て
は
一
定
の
平
準
を
超
過
す
る
俸
給
を
受
く
る
#
 

筋
肉
勞
_
者
を
除
外
し
て
.
る
"

勞
働
者
賠
償
法
规
に
見
出
さ
る
、
除
外
.

例
は
、'

高
额
の
所
得
を
有
す
る
筋
肉
勞
働
者
の
み
な」

ず
、

一
定
限
度
以 

上
の
賃
銀
を
得
る
筋
肉
勞
働
者
に
も
亦
影
響
す
る
。

®

る
.

■

は
主
を
し
て
勞
働
者
賠
«

法
..の

產

案

に

對

す

る

負
 

擔
を
暖
減
せ
ん
が
爲
に
設
け
ら
れ
た
.の

で

め

る

而
.

し
.て
之
を
是
認
.

せ
ん
が
爲
！̂

ば
職
業
#

故

の

.扼

則

が

經

濟

上

の 

弱
弈
で
あ
る
^

^

者
く
い
ふ
觀
念
を
収
入
れ
て
修

11
£

せ
ら
W

て
：ゐ
る
。

;

數

個

Q

法
律
b

就
中
ィ
ギ
リ
ス
法
系
の
も
の
に
於
て
は
"

職
時
扉
の
性
質
を
荷
す
る
«

業
の
者
及
び
傭
主
の
業
務 

の
N

的
以
外
の
勞
務
に
服
す
る
者
を
除
外
し
て
ゐ
る
が
、
之
は
管
趣
上
め
困
雛
：を
理

S

ミ
し
て
是
認
せ
ら
れ
る
'の
で

最
後U

作
業
の
場
所
が
藉
千
0

法

律

に

於

て

除

外

例

と

し
^

數
へ
ら
れ
る
。
卷
0

勞
働
者
が
自
家
に
於
て
勞
務
に 

服
す
る
な
ら
ば
、
傭
主
が
作
業
の
樣
態
を
S

瞥
し
或
は
事
故
を
減
少
せ
し
む
る
手
段
>
|
|す
る
こ
ブ
レ
が
不
可
能
で
あ 

る
> 
故
に
傭
主
は
家
內
勞
働
者
の
傷
害
.に
對
し
て
貴
任
を
*

^
せ
ら
る
べ
き
で
ば
'な
い
ど
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
ぃ
。拘
之
、 

第
二
十一

卷

(

セ
0

S

社
會
保
險
の
猫
啤
し
就
：て

 

笫五.
號
ご
匸



I

H

^

 (

セ
0

0
 

t

i

l

l

 

I

 

. 

二
三

备

題

に

，就
：て

馨

に

虜

靈

度
S

A

M
家

內

勞

働

者

を̂ 

〕 

u

g

ll
i

i

S

T

I雪

I

法
I

誰

繼

濟

上

のI

需

I

I

供
f

 

^

ュ 

0

0

H

i

r

:

s

 ̂

H

.
る
I

地
f

 

I

f

 

s

f

 

I上

の

傷

賣

對f

保

險
I

f

I

に
於
て
、l

0/
.«{
t
i

H

I

 獨 

I

f

f

 

I

l

f、
I

の
I

f

 

I

r

k

I

”

の
u

l

l
肇

の

原

則

"

I

發
せ
る
勞
働
I

I

續

範

圍

の

中

I

 

#
 

エ
こ
ど
，.
か
，
出

來

る

，
。
，
|

律

は

勞

務

契

約

の

.

1

.

1

 

わ

^

!

靜
1

逾

用

せ

ら

る

、
か

、
又
|

眷

る

震
|

關
係
3

^

ニ
，
疾
病
保
險
法
の
範
劇
：

つ
_

|

し
I

I

I

產

、
I

I

麗

雇

(

一
經
»

上
の
弱
者
の
«

險
？

■

.

(

二〕

？ 
S

S

0

I

 勞
働
 

s

l

t

f

 

I

の 

I

l

f

 る
I

I

 

者
 

§

す
保
險
を
.以
て
補
足
す
：る
も
の
。
、
'
;
'
:
： 

‘

(

三)

總
て
の
經
濟
上
の
從
屬
勞
働
者
の
保
險
。
S

少
額
の
所
得
を
收
得
す
る
，獨
：立
勞
働
者
に
對
し
て
强
制
又
は
：
 

任
意
'»
|
入
を
許
す
保
險
を
以
て
補
足
す
る
も
の
。

總
て
の
人
々
が
疾
病
の
事
故
に
脅
か
.さ
.
.れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
卜
现
在
施
行
せ
ら
る
、
强
制
保
險
法
の
中
國
民
疾 

病
保
險
を
採
用
せ
る
も
の
は
一
も
な
い
。
唯
一
國
f

ル
ト
ガV

は
所l

i

本
來Q

社
會
保
險
制
度
を
制
定
し
て
ね
る
。 

ポ
ル
ト
ガ
ル
に
於
て
はr

總
て
©
人
々
は
性
：の
別
な
ぐ
疾
病
#

險
金
强
制
せ
ら
：_れ
る
。
'
.彼
等
は
入
類
活
©
の
領
域
內 

智
慣
上
價
値
：あ
レ
ビ
し
て
尊
敬
せ
ら
れ 

>
,且
：
.法
你
0
認
め
た
る
も
の
：な
る
啦
'
 
何
れ
の
職
業
に
從
事 

す
る
を
問
は
な
い
の
で
*

る
。
除
外
せ
：ら
る
、
唯

一

の
人
は
：、
十
五
歲
未
滿
又
は
七
十
逬
歲
以
上
の
者
幷
に
年
收
七 

西
チ
ス
キ
ユ
ー
ド
を
超
過
す
る
人
で
あ
る
0

ポ
ル
'ト
ガ
：十
の
法
你
は
叛
病
保
險
の
總
て
に
就
て
：の
唯
一
の
特
例
i

 

す
も
の
；で
あ
っ
て
、
爾
敝Q

諸
®

は
通
例
犍
銀
勞
働
者
の
保
險
V
:即
，ち
賃
銀
勞
働
者
の
：總
：て
を
包
括
す
る
.
一
般
的
保 

險
た
る
か
、
又
は
®

に
#
定
階
級
.の
賃
銀
勞
働
者
に
限
定
せ
：る
保
瞼
を
有
す
る
の
で「

あ
：る
"

1

八
九1

i

年
四
月
十
日
の
ド
ィ
ッ
の
法
#

に
'從
っ
て
.多
數
0

_
は
勞
務
契
約
に
_

で
他
§
入

に

經

濟

上

從

滕[;
>
、 

且

っ

習

惯

的

に®
身

の

勞

務

に

依
倚
し
て
生
活
：せ
る
總
：て

の

賃

鈒

勞

働

者

«;
對

：す

：
る

强

爾

保

險

を

规

定

.せ
‘

媒

病

，
保 

險
法
を
制
定
し
て
ゐ
：る
-

へ：
 

然
し
乍
ら
楚
等
の
國
に
よ
つ
て
完
ゑ
に
»
銀
勞
働
者
保
險9

®

が
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
0

で
は
な
.い
o

&

i

i
 

生
现
的
へ
又
は
經
濟
的
の
諮
理
，出
上
：り
、
.或

立

法

者

は

疾

病

保

險

：
の

德

護

，
よ

：

0
可
成
0
:勞
慟
者
_
:の
部
類
を
除
外
し
 ̂

ゐ
る
。
即
ち
法
#

的
見
地
よ
：6
賃
銀
，勞
慟
者
ど
看
倣
さ
れ
ざ
ろ
者
、

一
定
の
^

«
を
超
べ
た
る
者
又
は
勞
働
不
能
：の 

笫
1
1屮
1
卷

(

七
§

>

jf
l

h

f 

:

險
0
藤
に
就
て 

第
五
：號

ご

§



第
'

二
十1

卷

C

七
o

六)

社
會
俅
險
の
鋳
：

2

就
て 

？

く

一 

一一

者
"

储
虫

.

ミ
家
族
：の
賴
係

.

を
有
す

.

る
者
を
除
外
じ
：で
ゐ

.

る

タ

;

り
'
”

f

 

”

各
人
‘
|

|

狀
|

管

,

若
く
S

#

的
地
位
I

く
、：
 

I

勢
働
者
保
險
に
對
す
I

外
列

:

丨 

I

の 

f

に
於
て 

^

 

f
 

T

 

®

 

^

な
I

I

蒙

署

蒸

き

、
經
濟
的
秩
序
I

由
£

て
，被
保
險
者
I

圍
を
制
限
し
又
^

勝

に
よ

.

り
て

1

例
外
を

I

で
f

。
：制
限
的
例
外

|

£

|

給
I

 

現
行

I

I

よ 

I

i i
l

I

す

る

ミ

が

出

來

る

。
即
ち
高
給
の
者

H

る
者

I

間
：に
何
等
農
別
を
設
け

f

も
の
} .

り
？

階
級
の
勞
働
者
、

f

:

し
て

1

定
の
限
度

I

s

賃
銀
の
非
筋
肉
勞
働
者

|

外
す
る

も

の

し

h

 

I

n

 

S

I

I

蕾

奮

者

.
I

f

1

:

1

§

l

s

s

し
て

l

m

へ
ゐ
る
沒
S

如
何
な
^

場
合
に
於
て
も
非
德
勞
働
者
S

じ
て
加
入
I

®

 

J

し
ひ 

Z

ベ

の

限

f

決
定
す
I

f

 

I

じ
t

 

£

て
ゐ
る
。
何
I

s

s

f

制
限
^

疾
I

 

區
I

設
i

こ
ど
に
：よ

桌

事

實

I

濟
的
#

'

I
會
的
地
位

I

.

め
.て

相

似

た
 

“

m

l

す
l

t

.

l

l
反
之
、
第
I

I

I

I

も
S

I

:
の
|

肉
们
^

の
I

に
於
け
る
保
I

要
求
は
、
彼

馨

f

般
の
保
險
制
S

中
に
包
.括
す
I

I

是

認

せ
し
む
る
i

f

 

に
f

の
で
I

法
律
的
S

よ
I

れ
ば
I

f

 ,

f

る
人
々
は
I

I

者
の 

パ
,

ざ
f

す
へ
t

.

Q

S

I
是
等
の
者
I

制
I

f

除
外
せ
る
國
は
、
高
給
の
賃
銀
雪
f

l

 

ブ
よ
i

て
、
彼
等
は
f

保
鐘
I

じ
得
る
も
の
S

I

看
做
し
で
ゐ
る
。
 

•

： 

經
濟
的
の
考
察
に
：ょ
|

貨
鈒
勞
働
者
保
險
の
一
般
的
碧
を
制
限
.

I
る
の
み
f

 

t
、
經
濟
上
ょ
_
翌

者

た
る
階
級
に
對
し
.て
强
制
保
險
を
擴
.張
し
：て
賃
銀
勞
働
者
保
險

0

嚴
格
に
失
ず
：こ
ビ
を
錄
和
し
得
る
の
で
あ
ら
ラ
。 

然

し

乍

ら

斯

の

如

く

同

一

の
.待

遇

を

與

ふ

る

こ
^

はv

一
 

般
的
賃
銀
勞
働
者
保
險
の
規
定
の
根
本
を
形
成
す
る
原
則 

の
爲
に
極
め
て
稀
有
の
こ
^

で
あ
石
。

少
额
の
所
#

を
收
#

す
る
»

立
.勞
働
者
に
對
す
る
强
制
疾
病
保
險
は
现
行
法
の
中
に
極
め
て
稀
に
見
出
さ
る
、
の 

み
で
あ
る
が
、
ォ
ー
ス
ト
リ
ァ
及
び
口
シ
ア
の
法
#

を
除
外
し
て
、
多
ぐ
の
法
律
は
斯
の
如
き
獨
立
勞
働
者
に
對
し 

て
任
意
保
險
の
機
會
女
提
供
し
て
ゐ
る
ッ
而
しP

.

斯
く
保
險
制
度
を
*

成
せ
る
諸
_

は
.、

夫

々
掇
り
た
る
原
則
に
基 

き
て
任
意
保
險
を
設
立
し
て
：
ゐ
：
る
か
ら

> 
任
意
加
入
の
.條
仲
は
國
に
ょ
り
て
大
に
不
同
が
あ
る
。

一
般
政
策
の
恐
想 

の
爲
め
な
る&

、
又
は
.經
濟
上
の
弱
者
た
る
獨
立
勞
働
者
の
階
級
の
勢
力
を
伸
張
.せ
し
め
ん
ど
す
る
社
會
政
策
の
恐 

想
ょ
り
す
ろ
旺
意
保
險
は
其
一

j

種
の
形
態(

規
定
の
所
得
.の
限
度
を
超
ゆ
る
か
或
は
獨
立
す
る
に
至
り
た
る
强
制
被 

保
險
者
に
對
す
る
保
險
の
®

長
、
及
び
強
制
的
被
保
險
者
た
ら
ざ
る
#
に
對
す
る
ネ
ま
0

a

_
に
於
け
る
養
保
險
，

) 

に
於
て
多
數
の
階
級
の
：者
に
保
險
の
機
會
を
提
供
し
で
，

一
般
的
ま
定
：の
峻
厳
な
る
こV

:

を
緩
和
す
る」

J W

が
出
來

:
數
國
に
於
て
は
.疾
病
保
險
法
の
■範
圏
の
問
題
に
爾
し
聊
か
自
ま：

で
な
い
解
決
を
執
づ
そ
ゐ
る
U

此
鋪
0

法
«
に
從 

へ
：ば
"

保
險
法
に
於
て
自
動
晰
に
保
險
せ
&

る
、
爲
に
a

、

勞

務

契

約

に

よ

つ

：て

#

罾
に
服
す
る
を
以
て
足
.れ
^
V
S 

せ
ず
、
K

に
强
制
保
險
の
下
に
あ
る
こv

が
法
律
に
：よ
>

て
特
に
：決

定

せ

ら

れ
/2
る
：事
業
に
：從

事

す

る

こ

^
を
必
耍 

S
す
る
。
制
限
的
な
ろ
賃
纖
勞
働
者
保
險
(:
:
_す

な

法

律

は

、

エ
、場
の
性
質
を
有
す
：：る
エ
的
企
業
：、
叉
は
鑛
業

其

他

、
：
 

建
築
業
に
適
用
せ
ら
れ
、：
又
其
-或
者
は
交
&'
業

及

び

前

業

を

包

猶

し

、
農

_

及
び
象
庭
勞
務
は
殆
ん
ど
常
に
.是
等
の

第
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〇
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I

除
f

f

る
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S

求

め

具

，

I

?

實
I

働
I

I

寒

る

I

、
先
I

f

 

f

®'
f

l

¥

f

y

 

曾

爲

；̂

成

S

れ
i

塞

觀

保

|

醫

> 

又
1

^

f

し
i

l

l

に

議

保

險
_

け

る

の

I

冬

。

挨

病

保

險

の

1

1

^

”
ん 
1

1

1

1

 
譚
 

I

I

I

 

f,
農

業

稳
 
f

 
^

者
の

.

大
ま
數
賂

&

を
&

版

險

者

の

.中

か

ら

除

外

す

る

に

與

つ

て

カ

^

あ

る

。

フ
制
限
的
f

賃
鐵
勞
I

I

歲

定

を
f

國
_

|

|

|

は

論
 

..つ
ナ
穿
し
.:&
^

乘

：の

發

生

せ
.？
.
5

」

、
^

續
0
.ー̂

 ̂

,

.

衾

？
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r

 

フ
I 

I

 

f

脫
f

.

る
5

こ
.：

S

へK
.

產
8

被

保

險

棄

に
f

|

跟
的
|

賃
I

I

保
I

無
數
_

着

f

ん
が
f

、

1

1

 

法
者
は
奵
み

F

.

一
般
的
賃
銀
勞
働
者
保
險
の
形
式
を
■

る
が
爲

.

で
あ
る
？ 

： 

/

 

ニ

三
、
老
衰
，
木
具
謹
及
び
死
亡
保
險

.

の
範
圍

' 

''ニ
：

,.'

老
衰
、
不
具
織
疾

>

 

.死
£

に
»

す
る
满
間
來
僉

4』
w

.

f

る
A

M

.

 

,、
J
 

/

 

i

 

V
 

し
て
ゐ
る
，

 

き

〜

？

ィ
險
！

K

- r
l

ホ
は

.

I

*
鉢
に
於
て
保
險
範
圃
の
問
題
を
解
決

(
1
0

經
濟
的
地
位
の
如
何
I

は

塞

て

の

獨

立

蓄

か
f

從

釋

(

一一

v-
齡
濟
上
の
弱
者
な
る
總
て
の
人
J)
す
る
呆
命
。
w
i
ク
M
) 

C 

3
 

r

<

v

 

4

險

$
丨
シ
筱
ク
序
%
を
收
街
す
る
獨
立
勞
働
者
に
對
し
て
は 

.

弨
出
伤
險
又
は
0

潦
保
險
を
行
ぷ
も
の
。

.

(

1

5

■經
濟
卑
の
從

M

t

Q

.
:
^
,
部
類
に
對
す
る
保
險

r

.

パ

い

.

.
：

.

.强
制
國
民
保
險
は
现
*

ス
工
ー
デ
ン
ビ

メ
ィ
ス(

ダ
ラ
ル
ス
.州)

：に
衍
拟
れ
て
ゐ
る
：？
雨
法
,

に
食
ま
る
、
¥

一
 

の 

制
限
は
被
保
險
者
の
®

低
年
®

及
び
最
高
年
®

,
國
籍
、
M

住
所 
> 

.
生
理
的
狀
態
：に
關
す
.る
も
の
で
あ
，る
。
赁
鈒
勞 

働
者
及
び
經
濟
上
の
:®
者
な
る
質
鈒
勞
働
者
を
保
險
す
る
社
看
保
險
の
規
定
は
y

未
だ
孰
れ
の
國
に
も
採
用
せ
ら
れ 

て
ゐ
な
い
。
斯
の
如
き
制
度

^

對
す
る
非
鱗
は
旣
に
述
べ
た

.°

大
多
數
の
國
は
或
褪
の
重
大
な
修
正
が
加
へ
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
賃
銀
勞
«

者
«

險
を
制
定
し
て
ゐ
る
。
其
或 

も
の
は
賃
銀
勞
働
考
全
部
を
每
柄
す
る」

般
的
は
»

を
有
し
1

他
の
も
の
，は
特
矩
せ
る
勞
務
に
|«
6

て
適
用
す
る
#. 

殊
.の
法
#

を
有
し
ノ
又
若
干
の
も
の
は
；ー
般
的
法
«
ど
特
殊
の
法
雜
ビ
を
制
定
し
て
ゐ
る
:°
'

各
種
の
法
律
に
よ
 

>
て
加
へ
ら
れ
や
る
一
，般
的
保
險
法
の
規
定
；に
對
す
る

修
■

生
ビ
し
て
體
質
及
び
經
濟
狀
態 

I:
:

*
く
も
の
で
あ
る

。

：
. 

.

數
國
に
於
マ
老
縣
、
不
具
« '

-

换
、
遺
族
保
險
の
範
阐
を
制
限
：し
て
ゐ
る
の
は
體
質
を
理
出
ど
す
る
の
で
あ
る
。
法

#

 

は
屢
保
險
に
加
入
せ
じ
む
る
最
高
年
齡
及
び
：最
低
年
齡
を
规
第
し
ャ
ゐ
る
、
而
じ
；て

»

最
低
年
齡
は
十
四
双
7 ^
至
十 

八
歲
、
最
高
年
齡
は
六
十
歲
乃
至
六
十
五
歲
で
め
る
。
或

«

の
法

#

に
：は

十

四

歲

乃
^

十

八

歲

の

录

低

年

齡

：の

み

を 

规
定
し
て
ゐ
る
.0

之
ど
同
必
理
：由
：よ
り
法

#

ゆ
加
入
著
が
體
カ
强
健
に
し
で

#

働
能
力
を
葙
- r

る
薄
た
る」

；

ビ
を
受 

給
の
必
要
條
仲

e

し
て
ゐ
る
。
立
：法
考
は
多
く
の
場
合
に
於
ヤ
法

#

の
保
曝
を
眞
實

0

勞
働
考
の
み
に
制
限
せ
ん
ミ 

し
.

て
居

0

、
不
具
癥
瘐
者
に
し

.

て
勞
務
に
よ

6

て
苗
*
の
生
活
を
營
み
得
ざ
る
者
を
被
保
險
者
の
中
か
ら
除
外
し
て

な
る
。

然
し
乍
ら
最
も
重
：耍
な
る
修
疋
は
經
濟
的
又
は
11
:
會
的
考
撤
に
基
<

の
で
あ
る
，。：
立
法
者
は
幽
に
よ
り
稱
讀
の
方
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第
五
：號

r
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'ベ

H

て
國
民
の
S

級
の
欲
？

測
定
し
、
之
に
I

屋

般

的

規

定

I

眼
し
成
は
譲
す
る
こ
ど
i

つ 

/，實
U

S

T

I

I

f

 

I及
び
S

2

き

慧

篇

疇

に

t

f

 

f

る
|

0

2

法
を
有
す 

.

ム

.

|
る
國
に
.於
5

、
工
業
勞
働
者
の
多
數
の

-者
を
除
外

.：

J
、

-尙
ほ
.此
S

筋
肉
.勞
動
者
、

i

勞
I

、
 

J

g

.

 

I

l

l

s、
其
他
特

f

 

l

l

l

f

合
W

的

識

雪

者

f

 

S

S
に
於
け
I

I

S

I

限
は
，
賃

銀

育
f

る
も
？
 

t

。
蓋
し
高 

^

が
i

賃

氣

勞

働

者

は

自

ら

鐘

を

講

じ

得

へ

ら

れ
f

f

め
、
.

.

f
 

f

f

 
養

 

s

l

h

_

選

_

1

腳

歷

璧

リ

ィ

p
 

fる
ね
會
を
氛
へ
て
ゐ
る
。
此
保
險
の
擗
張
S

I

S
育
の
：完
了 

f

れ
た
I

殊
に
賃
f

l

 

^ !
^ |

|

る
。
丁
年
に
達
せ
ざ
4

s

f

l

他
の
I

f

同
機
に
不
具
•鍵

の
 

也

し

5

工
業
1

2

f

有
せ
ざ
る
が
爲
に
却
つ
て
事
故
を
僧
加
せ
し
む

I

向
f

る
。

f

ぐ

の

着

货

險

S

象

匕

T
猶

f

收
得
f

る
徒
f

賃
■

霧

者

5

做
し
て
ゐ
る
。

働
M

パ
“

 

r

t
。
着

者

の

I

I

I

條
f

 

i

る
。
家
內
勞
働
者
は 

N

i

l

 

r

#
の
£
4
0
下
に
な
き
場
所
に
於
て
勞
働
す
.る
實
銀
勞
働
者
た
る
こ
ど
が
わ〜

又
寺
i

i
自
己
の

'計
算
|:
於
て
勢

«

ず
る
«

*

1せ
る
勞

:*
者
-
^ぁ
ふ
な
ビ
本
糸

_
:
:彼
等
@

經
濟
的
地
；位
が
.所
謂
本
赛 

ょ
&

も
殷
良
好
な
ら
ざ
，を
^

見
'て
、"
歡
個
の
立
：法
者
は
是
等
の
.者
^

對
し
て
特
.定
0
條
#

の
下
に
法
#

の
^

用
《

_
 

を

繼
 

U
で
ゐ
：る

.0
■

■

•
 

.
V
-

,
以
上
の
如
き
特
例
を
別

;̂
す
れ
.ば
無
數
の
獨
立
勞
働
#

は
：求
猶
ほ
保
險
の
顧
圍
外
に
ぁ
'る
。
賃
銀
勞
働
濟
保
險
の 

一
般
的
规
定
の
.峻
嚴
な
る

‘.を
緩
和
せ
ん
が
爲
め
>
,旦
つ
又
保
：險
髮
必
‘要
V
J1'
る
獨
：立
勞
働
者
..を
し
て
賃
銀
勞
働
：者
を
，
 

保

險

す

る

唐

1

0

制
度
の
.下
に
：於
げ
る
利
益
を
享
け
.し
.む
る
爲
め
：に

施

行

.̂
ら
れ
て
ゐ
る
法
律
中
、
。ホ
ル
ト
ガ
ル 

及
び
尤\

¥
ン 

'夕「

ィ
l'
,
;
iン
0

‘法
猙
を
除
ft
ば
、
總
て
通
思
保
瞼
を
，以
^

彼
#
.に)

對
ず
本
保
險
制
度
:̂

し
て
ゐ
る
I。

傾
意
保
險
は
次
0'
:諸
形
11
.
.を
操
る
：こ
^
が
出
账
る
。.
即
ち
法
；律
の
要
求
す
る
諸
條
伸
を
其
備
せ
ざ
る
に
¥
¥
し
诞 

制
被
保
險
者
：た
々
し
者
に
.對
す
夺
保
險
0

_
續
”
 I

定
0
勘
間
被
保
險
者
ね
ら
ざ
る
に
至
り
し
者
に
對
す
る
保
險

の
 

復
活
、
.給
^
添
加
を
被
保
險
者
に
確
保
す
る
，'爲
の
保
險
の
膦
張
、，
保
it
の
敵
圍
を
決
定
す

る

，

原
則
に
ょ

シ

て

艰

^

 

險
ょ
b

除
外
せ
ら
れ
た
も
者
.に
對
す
る
.本
來
0
所
謂
任
章
保
險
制
度
，の
_

立
ラ
之
节
あ
る
：。
へ

..

：

本
來
の
所
謂
任
意
保
險
は
虫
ど
3

て
經
濟
上
の
.弱
者
«

る
爲
にV

倮
譲
：の
必
®

を
經
.驗
ぜ
名
獨
立
勞
働
者
に
適
用
せ 

ら
れ
る
，
社

.會
の
%|
助
^

俟
だ
^

し
で
自
‘
^

#雜
を
講
^
得

:6
經
»

的
地
.位

*>
'

ん
が
‘#/
，に
、
何
れ
(?
>
:
_§
.

立

法

者

ち

等

し

ぐ

獨

，立

'勞
働
奢
の
使
：傭

し

得

る

勞

働

#

數
の
顏
高
限
度
を
一
定
す
る
か
、 

又
は
所
得
の̂

»
限

度

^

ザ

窀

す

氣

か

 

>
.荐

を
«

保
險
.に
へ
如
入
；

{>
.得

々

年
®

を
：
一
患
し
：て
、

"
加

入

者

？
なK
V，

る
機 

會
を
風
到
に
制
限
し
で
‘

る
。

加
之
、
任
意
保
險

«

種
々
.の
場
合
に
.於

て
屢
强
制
保
險
ょ

6

除
外
せ
ら
れ
た
る

傭
主
の
家

：族
幷
に

强
制
被
保
險
者 
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做
奢
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棘
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5

0

 

た
ら
ざ
る
賃
銀
勞
働
者
は
*

し
で
も
提
供
せ
ら
.れ
厶

'.
0

;:
:

,

.

四
、
失
業
保
険
法
の
範
圍

■ 

ノ
失
樂
保
險
に
關
龙
る
現
行
法
は
總
て
賃
銀
勞
働
者
保
險
の
猶
今
1

基
礎
：マ&

>

 

.獨
立
勞
.

馨

を

除

外

し

て

：

此
f

限
は
失
黎
保
險
办
傲
險
春
故
即
ち
職
寒
缺
如
^

特
性
に
よ
る
'の
.：で
あ
^
:
:
V
;
.

獅
立
勞
働
者
，
即
ち

傭
主
の
爲
に
す 

る
に
あ
ら
ず
し
で
直
搽
顧
：客
の
：爲
に
業
務
に
：從
事
ず
，る
小

手
工(

霞

.

g

議

す

る
事
故
は
、
職
業
の
缺
如
に
非
す
し 

て
注
女
の
缺
如
で
$

て
、
前
者
よ
り
も

®

に
定
_

ぃ
し
難
き
全
ぐ
別
個
の
種
類
の
：，事
故
で
あ
る
o
.然
：し
乍

ッ 

め
法
律
は
先
づ「

失
業
補
給
，

」

、
，
次
で
獨
立
勞
働
者
を
6

包
括
ぜ
ん
於
爲
‘に
_

張
：せ
ら
れ
/2
る
、
所
得
補

ぬ

を
以
1

 

伢
を
汫
い
た
。

.尤
も
現
在

0.
.ド
ィ
々
.の
計
*

は
^

i

s
に
非
ず
し
で「

補
給
'
.で
あ
：り 
>
,獨
立
勞
働
者
が
賃
鈒
勞
働
者
. 

ど
同
様
容
易
に
陷
.る
貧
窮
の
.狀

態

：が

絡

與

を

支

給

す
る
重
喪
ば
冬
條
伸
ふ
な
つ
て
ゐ
右
。

/

然

し

乍

じ

保

險

法

解

例

：外

な

C

總
，て
の
賃
鐵
勞
働
者
.を
保
險
ず
る
こ
ビ

は
は
底
木
可
能〗

1

る
。
第
一
の
s

f

 

る
制
限
は
產
業
又
は
職
業
に
：關
戈
|

の
で
あ
：る
.。
或
裏
は
失
業
鐘
險
極
め
て
少
き
が
故
に
除
外
せ
ら
>
、
又 

反
對
に
危
險
確
定
せ
^

が
故
に
除
外
せ
ら
れ
、

S

技
術
上
の

§

0

爲
に
除
外
せ

6

れ
る
6 

.

實
際
に
就
て
言
へ
は
麋
業
勞
働
者
，
家
庭
の
奴
婢
、
公
：霧

從

事

せ

、る
.者
：、」

#

に
_

變

定

せ

る

保

證

：を
ぎ
す
る 

私
的
勞
務
に
於
け
ゐ
非
筋
肉
勞
働
考
及
び
家
.內

勞

働

：者

は

强

輒

保

險

が

t

除
外
せ
ら
れ
，る
。

•
'
‘

他
の
制
限
は
被
保
險
諸
の
所
得
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

一
定
の
賃
銀
吊
準
を
起
ゆ
る
.

者
：は
自
己
の
資
力
よ
り
失
業 

に
#

ふ
..る
貯
蓄
ど
な
し
得
.

る
.も
の
せ
考
Kへ
ら
，れ

る

，。

例

之
*

ィ
ギ
リ
ス
.

に
於
て
は
年
收
.エ
五
0

ボ
ン
ド
、J U
J b

7 )
'
セ
^
 

肉
勞
働
，者
を
除
外
( >
:

、

苘

樣

に

イ

，キ

ぬ

ー

に

於

ォ

は

月

收

八

〇

〇

.

タ
■

ラ

以
.

上

の

非

筋

肉.

勞

働

響

を

除

外

し

：

1

る

o

保
瞼
^ :

加
入
レ
得
る
平
象
« '

-

通
痕
# .

め
'

て
.

就
黎
し
# ;

“

る
年
齢
^ -

同

j

で
.

ぁ
る
。
故
( :
-

.

徒
弟

^

5

少

年

發

徽

着

ぼ

其 

勞
務
生
活
の
當
初
の

_

牢
問
失
業
保

_

の
'園
外
|:
2
ぁ
る
こ
ぐ
ど
ぬ
る

.
。

"

.

是
等
の
制
限
、
殊
に
產
業
及
び
職
業
に
®]
係
せ
る
制
限
は
"
往
意
保
險
故
に
於
て
，は
強
制
保
險
法
に
於
け
る
ょ
り 

も
规
定
的
明
截
で
如
い
’。
然

し

乍

ら

若

I
f

の
國
に
於
て
は
#

る
制
限
が
任
意
保
：險
基
金
は
對
す
る
國
家
の
補
助
金
下

付
の
條
#'
中
に
加
へ
ら
れ
て
‘ゐ
る
。
バ

 

ぐ

.へ「

： 
：
：'
 

:

'く

：
 

.
：
 

i

.

,

.

m
nl
i
o
'
^
^
(x
、'
G
e
0
e
3
r
a
t
p
r

o'
b
i
eB:
s
.
o
f
s
o
c
T
a
I 

Insurance,. International. 

I/lbou.r ofEce,* loacp 

>
‘
^
.
.
'

つ
.、、の
で
め
る
^
.、
匆
む
)̂
,-
1 

li

執
维
し
十
分
：1
1
.證
の
餘
裕
か
私
し
^
か
っ
た
.こ
迖
^
遺
憾
^

«
ぶ
0

;

.
,:
:

‘ 

.

.

「

炤
秈11印

四
月H

十
日
隨X

第11

十

一

怨(

七一

1
5 

.社
會
保
臉
の
範
圍
に
就
^

第

五

雜

1
B
1
:


